
問合せは、各担当課へ　参加
市民

市の政策などについて、具体的な意見を提案できる
制度です。知識やアイデアを生かして、
市政に参加しませんか。
提出された提案は、さまざまな観点か
ら検討します。原則として、提案を受
けた日から90日以内に結果を回答・公
表します。
条件　
●提案者を含む市民10人以上の署名がある
●市民参加条例第５条第１項に該当する
＊新たな制度に関する条例案、公共施設の計画案、
市政の基本となる計画などについては、現状や実施
した場合の効果なども含め、具体的に提案してくだ
さい。

政策などの名称
／担当課 市民参加の方法 予定時期

2019推進計画の作成
　／企画課（内線3602）

総合計画推進委員会 ４月から

きたひろしま市民会議 10月

パブリックコメント 12月

地域公共交通網形成計画
　　　　　　　　の作成
　／企画課（内線3606）

地域公共交通活性化
協議会 ４月から

市民説明会
４月

パブリックコメント

立地適正化計画の作成
　／まちづくり推進課
　　　　　（内線3632）

パブリックコメント ４月

市民説明会 ５月

平成31年度当初予算の作成
　／財政課（内線3613）

パブリックコメント 12月

次期子ども・子育て支援
　　　　　プランの作成
　／子ども家庭課
　　　　　（内線2214）

子ども・子育て会議 ４月から

アンケート 11月

子どもの貧困に対する
　　　　　　　実態調査　
　／子ども家庭課
　　　　　（内線2214）

アンケート ８月

下水道事業経営戦略の作成
　／下水道課（内線4333）

下水道事業審議会 10月から

パブリックコメント 31年１月

年齢制限はありません。10人以上の署名
があれば、小・中学生も提案できます。

下表のとおり実施します。詳しくは、各担当課に問い合わせて
ください。
＊４月１日現在の予定です。予定時期は変更する場合がありま
す。

政策案などを公表して、市民の皆さんから意見を募
集します。寄せられた意見は市の考え方と共に公表
し、政策などを決定する際の参考にします。

提出方法　
市民政策提案書と市民政策提案者署名簿を持ち、市民参加・
住宅施策課（内線3643）
提案書に記載すること　
●市政の現状と課題　●提案する意見の内容　●期待され
る効果など
＊提案書と署名簿の様式は市民参加・住宅施策課と各出張
所、団地住民センター、エルフィンパーク、図書館、中央
公民館、夢プラザにあります。市ホームページ「申請書ダ
ウンロード→市民参加・住宅施策課」からも印刷できます。

て、
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◆地域公共交通網形成計画（案）
持続可能な公共交通網を構築するための計画です。
担当課　企画課（電子メールkikaku@city.kitahiro
shima.lg.jp・内線3606）
◆立地適正化計画（案）
都市機能や居住機能を集約し、持続可能で利便性の
高いまちづくりを進めるための計画です。
担当課　まちづくり推進課（電子メールmachi@city.
kitahiroshima.lg.jp・内線3632）
◆共通事項
提出方法　５月１日までに住所・氏名・電話番号・
意見を記入し、直接か郵送（〒061-1192住所不要）、
ファクス（FAX372-3850)、電子メールで担当課
＊様式は自由です。電子メールは添付ファイルを受
信できないため、本文に入力してください。
＊内容や結果は担当課と各出張所、団地住民センタ
ー、エルフィンパーク、図書館、中央公民館、夢プ
ラザ、市ホームページ「パブリックコメント」で、
４月２日以降にご覧になれます。

利便性が高く、持続可能な公共交通網を形成するた
めの指針となる、地域公共交通網形成計画（案）に
ついて説明会を開催します。　
日程・会場　●４月17日㈫ ＝団地住民センター
●４月18日㈬＝農民研修センター　●４月19日㈭＝
芸術文化ホール活動室　●４月20日㈮ ＝大曲会館　
●４月24日㈫＝西の里会館
時間　午後６時～７時30分
＊直接、会場に来てください。
問合せ　企画課（内線3606）
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